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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 19日 (2007.4.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 　 被 保 険 者 か ら の 要 介 護 認 定 申 請 に 伴 い 実 施 す る 概 況 調 査 、 基 本 調 査 、 特 記
事 項 を 含 む 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 お よ び 当 該 被 保 険 者 の か か り つ け 医 か ら の 診 察 状 況 、 介
護 に 関 す る 意 見 お よ び 特 記 事 項 を 含 む 意 見 書 を 入 力 す る 入 力 手 段 と
　 前 記 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 お よ び 意 見 書 に 基 づ き 被 保 険 者 の 要 介 護 度 の 一 次 判 定 を 行 う
判 定 手 段 と 、
　 前 記 要 介 護 認 定 審 査 か ら 要 介 護 度 の 最 終 認 定 と な る 二 次 判 定 ま で の 要 介 護 認 定 業 務 処 理
の 各 段 階 に つ い て 前 記 被 保 険 者 毎 に 進 捗 管 理 す る 申 請 者 認 定 業 務 進 捗 管 理 手 段 と 、
　 前 記 入 力 手 段 よ り 入 力 さ れ た 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 、 意 見 書
お よ び 前 記 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 一 次 判 定 結 果 に 基 づ き 審 査 会 資 料 を 作 成 す る 審 査 会 資
料 作 成 手 段 と 、
　 前 記 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 対 す る 審 査 会 の 日 程 調 整 を 行 う 審 査 会 進 捗 管 理 手 段 と 、
　 前 記 入 力 手 段 に て 入 力 さ れ た 情 報 を 表 示 す る 表 示 手 段 と を 備 え た 第 一 の 端 末 と 、
　 前 記 第 一 の 端 末 の 審 査 会 資 料 作 成 手 段 で 作 成 さ れ た 審 査 会 資 料 を 表 示 す る 第 二 の 端 末 と
、
　 前 記 第 １ の 端 末 の 入 力 手 段 よ り 入 力 さ れ た 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 調 査
結 果 、 意 見 書 お よ び 前 記 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 一 次 判 定 結 果 を 含 む 要 介 護 認 定 申 請 者 に
か か る 情 報 を 記 憶 す る 介 護 支 援 サ ー バ と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 要 介 護 認 定 業 務 処 理 の 各 段 階 は 、 要 介 護 認 定 申 請 を 受 け 付 け る 「 申 請
受 け 付 け 」 、 同 意 書 を 発 行 す る 「 同 意 書 発 行 」 同 意 書 を 入 手 す る 「 同 意 書 入 手 」 、 関 係 先
へ 訪 問 調 査 の 依 頼 を 行 う 「 訪 問 調 査 依 頼 」 、 訪 問 調 査 の 結 果 を 入 手 す る 「 訪 問 調 査 結 果 入
手 」 、 か か り つ け 医 に 意 見 書 の 作 成 を 依 頼 す る 「 意 見 書 作 成 依 頼 」 、 作 成 さ れ た 意 見 書 を
入 手 す る 「 意 見 書 入 手 」 、 前 記 訪 問 調 査 結 果 と 意 見 書 に 基 づ き 一 次 判 定 を 行 う 「 一 次 判 定
」 、 要 介 護 認 定 申 請 者 の 審 査 会 へ の 割 付 を 行 う 「 審 査 会 登 録 」 、 審 査 会 で 使 用 す る 資 料 を
作 成 す る 「 審 査 会 資 料 作 成 」 、 前 記 一 次 判 定 に 基 づ き 二 次 判 定 を 行 う 「 二 次 判 定 」 、 二 次



判 定 の 結 果 、 認 定 さ れ た 要 介 護 度 を 申 請 者 に 通 知 す る 「 認 定 結 果 通 知 」 の 各 段 階 で 構 成 さ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 申 請 者 認 定 業 務 進 捗 管 理 手 段 は 、 要 介 護 認 定 業 務 処 理 の 各 段 階 に つ い
て モ デ ル ス ケ ジ ュ ー ル と 現 在 の 進 捗 状 況 を 比 較 し 、 現 在 の 進 捗 状 況 が モ デ ル ス ケ ジ ュ ー ル
よ り 遅 れ て い る 場 合 に は 進 捗 遅 れ を 前 記 第 １ の 端 末 の 表 示 手 段 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 第 １ の 端 末 の 表 示 手 段 は 、 モ デ ル ス ケ ジ ュ ー ル と 現 在 の 進 捗 状 況 を グ
ラ フ 表 示 し 、 現 在 の 進 捗 状 況 が モ デ ル ス ケ ジ ュ ー ル よ り 遅 れ て い る 場 合 に は ア ラ ー ム マ ー
ク を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 第 １ の 端 末 の 審 査 会 進 捗 管 理 手 段 は 、 要 介 護 認 定 申 請 者 の 審 査 会 へ の
割 付 を 行 う 審 査 会 登 録 段 階 に お い て 、 当 該 審 査 登 録 段 階 以 前 の 段 階 の 処 理 が 完 了 し 、 審 査
会 へ の 登 録 が 未 完 了 の 申 請 者 一 覧 を 前 記 表 示 手 段 に 表 示 す る 機 能 と 、
　 こ の 一 覧 に 表 示 さ れ た 申 請 者 を 所 定 の 審 査 会 に 自 動 割 り 付 け す る 機 能 と を 備 え た こ と を
と 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 審 査 会 に 自 動 割 り 付 け す る 機 能 は 、 特 定 の 条 件 を 満 た す 申 請 者 に つ い
て は 、 割 り 付 け 対 象 の 審 査 会 の 定 員 が 空 い て い て も 自 動 割 り 付 け を 行 わ な い こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 第 １ の 端 末 の 審 査 会 資 料 作 成 手 段 で 作 成 す る 審 査 会 資 料 は 、 介 護 サ ー
ビ ス 調 査 結 果 、 意 見 書 お よ び １ 次 判 定 結 果 を 含 み 、 前 記 第 ２ の 端 末 は 審 査 会 に お け る 審 査
対 象 の 前 記 要 介 護 認 定 申 請 者 の 審 査 会 資 料 の う ち 、 所 定 人 数 分 の 一 次 判 定 結 果 及 び 基 本 調
査 結 果 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 一 次 判 定 結 果 及 び 基 本 調 査 結 果 を 所 定 の カ テ ゴ リ
別 に グ ラ フ 形 式 で 色 分 け し て 一 覧 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 要 介 護 認 定
業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 第 １ の 端 末 の 入 力 手 段 は 、 審 査 会 資 料 に 基 づ き 判 定 さ れ た 要 介 護 度 の
二 次 判 定 結 果 を 前 記 介 護 支 援 サ ー バ に 記 憶 し 、 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 一 次 判 定 結 果 及 び
基 本 調 査 結 果 を 所 定 の カ テ ゴ リ 別 に グ ラ フ 形 式 で 色 分 け し た 一 覧 表 示 と 共 に 前 記 介 護 支 援
サ ー バ に 記 憶 さ れ た 過 去 の 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 も 同 様 に 所 定 の カ テ ゴ リ 別 に グ ラ フ 表 示
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 要 介 護 認 定 申 請 者 の 基 本 調 査 結 果 を 所 定 の カ テ
ゴ リ 別 に 色 分 け し て 表 示 す る と 共 に 基 本 調 査 結 果 の 該 当 箇 所 を 示 す 人 体 図 を 表 示 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 一 覧 表 示 の 内 容 を ソ ー ト す る ソ ー ト 手 段 を さ ら
に 有 す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 基 本 調 査 結 果 は 要 介 護 認 定 申 請 者 の 所 在 場 所 を 含 み 、 前 記 第 ２ の 端
末 の ソ ー ト 手 段 は 、 一 次 判 定 結 果 順 、 前 記 カ テ ゴ リ 順 ま た は 申 請 者 の 所 在 場 所 別 の 何 れ か
で ソ ー ト を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 基 本 調 査 結 果 は 複 数 の 調 査 項 目 か ら 構 成 さ れ 、 第 ２ の 端 末 は 、 審 査
会 に お け る 要 介 護 認 定 申 請 者 の 要 介 護 度 レ ベ ル の 二 次 判 定 に お い て 、 前 記 基 本 調 査 結 果 と
か か り つ け 医 の 意 見 書 の 調 査 結 果 と が 異 な る 場 合 、 異 な っ て い る 調 査 項 目 に マ ー ク を 表 示
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 異 な っ て い る 調 査 項 目 に 表 示 さ れ た マ ー ク を 選 択 す る こ と に よ り 、
該 当 調 査 結 果 の 詳 細 内 容 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務
支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】 　 前 記 調 査 結 果 と か か り つ け 医 の 調 査 結 果 と の 異 な り 具 合 に 応 じ て 、 異 な
っ て い る こ と を 示 す マ ー ク の 表 示 の 仕 方 を 変 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 要
介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 お よ び 意 見 書 に 特 記 事 項
が あ る 場 合 、 該 当 す る 基 本 調 査 項 目 に 対 し て 特 記 事 項 が 有 る こ と を 示 す マ ー ク を 表 示 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
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【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 特 記 事 項 が 有 る こ と を 示 す マ ー ク を 選 択 す る こ と に よ り 、 該 当 特 記
事 項 の 詳 細 内 容 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 第 １ の 端 末 の 入 力 手 段 は 、 更 に 審 査 会 資 料 に 基 づ き 判 定 さ れ た 要 介
護 度 の 二 次 判 定 結 果 を 入 力 し て 前 記 介 護 支 援 サ ー バ に 記 憶 し 、 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 審 査 会
に お け る 審 査 対 象 の 前 記 要 介 護 認 定 申 請 者 の 今 回 の 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 と 共 に 前 記 介 護
支 援 サ ー バ に 記 憶 さ れ た 過 去 の 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
７ 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 今 回 の 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 と 前 回 の 介 護 サ ー ビ ス
調 査 結 果 を 比 較 し 、 調 査 結 果 の 変 化 の 度 合 い を 識 別 可 能 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ８ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】 　 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 前 記 第 １ の 端 末 の 審 査 会 資 料 作 成 手 段 に て 作 成 さ れ
た 審 査 会 資 料 の 表 示 に お い て 、 審 査 会 資 料 に 含 ま れ る 概 況 調 査 、 基 本 調 査 、 意 見 書 、 一 次
判 定 結 果 を 含 む 要 介 護 認 定 申 請 者 に 係 る 情 報 を １ つ の 操 作 で 表 示 切 替 が で き る よ う に 表 示
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 上 記 事 情 を 考 慮 し て な さ れ た も の で 、 そ の 目 的 は 、 要 介 護 認 定 業 務 を 公 正 に か
つ 迅 速 ・ 効 率 的 に 行 う た め の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 要 介 護 認 定 業 務 支 援 シ ス テ ム は 、 被 保 険 者 か ら の 要 介 護 認 定 申 請 に 伴 い 実 施 す
る 概 況 調 査 、 基 本 調 査 、 特 記 事 項 を 含 む 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 お よ び 当 該 被 保 険 者 の か か
り つ け 医 か ら の 診 察 状 況 、 介 護 に 関 す る 意 見 お よ び 特 記 事 項 を 含 む 意 見 書 を 入 力 す る 入 力
手 段 と 、 前 記 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果 お よ び 意 見 書 に 基 づ き 被 保 険 者 の 要 介 護 度 の 一 次 判 定
を 行 う 判 定 手 段 と 、 前 記 要 介 護 認 定 審 査 か ら 要 介 護 度 の 最 終 認 定 と な る 二 次 判 定 ま で の 要
介 護 認 定 業 務 処 理 の 各 段 階 に つ い て 前 記 被 保 険 者 毎 に 進 捗 管 理 す る 申 請 者 認 定 業 務 進 捗 管
理 手 段 と 、 前 記 入 力 手 段 よ り 入 力 さ れ た 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 調 査 結 果
、 意 見 書 お よ び 前 記 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 一 次 判 定 結 果 に 基 づ き 審 査 会 資 料 を 作 成 す る
審 査 会 資 料 作 成 手 段 と 、 前 記 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 対 す る 審 査 会 の 日 程 調 整 を 行 う 審 査 会
進 捗 管 理 手 段 と 、 前 記 入 力 手 段 に て 入 力 さ れ た 情 報 を 表 示 す る 表 示 手 段 と を 備 え た 第 一 の
端 末 と 、 前 記 第 一 の 端 末 の 審 査 会 資 料 作 成 手 段 で 作 成 さ れ た 審 査 会 資 料 を 表 示 す る 第 二 の
端 末 と 、 前 記 第 １ の 端 末 の 入 力 手 段 よ り 入 力 さ れ た 審 査 対 象 の 被 保 険 者 に 係 る 介 護 サ ー ビ
ス 調 査 結 果 、 意 見 書 お よ び 前 記 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 一 次 判 定 結 果 を 含 む 要 介 護 認 定 申
請 者 に か か る 情 報 を 記 憶 す る 介 護 支 援 サ ー バ と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る
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